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熊本地震発生を受けた行政備蓄抗インフルエンザウイルス薬 

（タミフル・リレンザ）の使用について 

 

 

今般、熊本地震で被災された地域の避難所等においてインフルエンザの感染予防又

は治療用として使用が必要と認められる場合には、それぞれの都道府県（被災地への

支援を行う被災地以外の都道府県を含む）が備蓄している抗インフルエンザウイルス

薬を被災された方々に対して提供することが可能となった旨、厚生労働省より各都道

府県宛別添の事務連絡がなされましたので情報提供いたします。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会等

への情報提供方ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 
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熊本地震発生を受けた行政備蓄抗インフルエンザウイルス薬 

 （タミフル・リレンザ）の使用について 

 

  

平成２８年４月１４日に発生した熊本地震につきましては、被災された地域の避難所

等においてインフルエンザ等の感染症がまん延する危険性があり、また、それに対応し

た必要物資の不足等の発生が懸念されています。 

 現状においては、抗インフルエンザウイルス薬の製造販売業者及び卸売販売業者の在

庫量は確保されており、必要量については十分に供給可能な状況にあると聞いています

が、加えて以下の対応をとることとしますのでお知らせします。 

 

 現在、都道府県において備蓄している抗インフルエンザウイルス薬については、「新

型インフルエンザ対策行動計画」に基づく目的以外の使用及び譲渡はしないこととされ

ています。 

 この度、別添でお示ししているとおり、都道府県において備蓄している抗インフルエ

ンザウイルス薬を今般の地震対応として使用することについて、製造販売業者の同意が

得られたところです。 

 つきましては、被災された地域の避難所等においてインフルエンザの感染予防又は治

療用として使用が必要と認められる場合には、それぞれの都道府県（被災地への支援を

行う被災地以外の都道府県を含む）において備蓄している抗インフルエンザウイルス薬

を被災された方々に対して提供することが可能となりましたので、適切なご対応をお願

いします。 

 

 なお、概要につきましては、下記をご参照下さい。 

  

記 

 

１ タミフルについて 

○都道府県の備蓄タミフルについて、感染症対策（インフルエンザ罹患予防及び治療）
として必要と認められる場合につき使用することができます。 

○現在、市場流通用タミフルについては、製造販売業者及び卸売販売業者の在庫が十
分に確保できており、万全の供給体制をとっています。 



 

 

２ リレンザについて 

○都道府県の備蓄リレンザについて、被災地の方々のインフルエンザ罹患予防及び治

療用に使用することができます。 

○現在、市場流通用リレンザについては、製造販売業者及び卸売販売業者の在庫が十

分に確保できており、万全の供給体制をとっています。 

 

 

 

（参考資料１） 

「熊本地震被災地における行政備蓄用タミフルの使用許諾について」 

                               中外製薬株式会社 

 

（参考資料２） 

「熊本地震被災地における行政備蓄用リレンザの使用につきまして」 

                       グラクソ・スミスクライン株式会社 
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